
ものづくり産業人財育成事業
外部研修支援

条件

対象事業者
対象企業は岩手県内に本社、工場又は事業所を有する製造事業者
※詳しい対象業種は裏面に記載

対象期間
平成30年10月1日～平成31年2月28日までに実施された研修に関する費用が対象
です。但し予算が無くなり次第、終了させていただきます。

実技訓練
実技訓練を伴う研修が対象です。講義のみは対象外となります。

【問い合わせ先】
担当 （公財）いわて産業振興センター 新事業推進チーム 東（あづま）
TEL 019-631-3824 FAX 019-631-3830 E-mail mono-jin@joho-iwate.or.jp

内容

旅費・宿泊費の支援です
従業員の方が外部の研修機関、先進企業、取引企業から研修を受けた場合の旅
費・宿泊費を支援します。受講料等は対象外です。

1人５万円まで
上限は、従業員１人につき５万円まで。１社何名でも利用できます。

外部の研修機関への研修
や先進企業、取引先企業へ
の技術習得派遣などでご利
用できます。

たくさんの従業員にスキル
アップしてもらいたいけど、費
用負担が大変だなあ…

いわて産業振興センター
にお任せください！！



（お申込みにあたっての注意事項）
１ 対象企業業種について
プラスチック製造業、ゴム製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造
業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器
具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送機械器具製造業

２ 選定方法
募集は随時受け付けておりますが、予算がなくなり次第、終了とさせていただきます。

３ 情報の取扱いについて
申込企業様からご提供いただく情報については、事業遂行の範囲内において利用し、目的外の利用や第三
者への提供は行いません。

（お申込みの手順）
１ 弊センターHPより必要書類をダウンロード
弊センターHP http://www.joho-iwate.or.jp/monojin/gaibukensyu/gaibukensyu4.html より申請書をダウン
ロードしてください。

２ 添付書類の収集
以下のものをご準備願います。すべて写しでかまいません。
①旅費の金額がわかるもの（特急券・乗車券の領収書、高速料金の領収書、クレジットカード明細、従業員
立替払いの場合は、事業者が従業員に対して支給した振込明細等のいずれか）
②宿泊費の金額がわかるもの（ホテル・旅館代の領収書）
③研修の内容がわかるもの（研修のチラシ等、先進企業・取引企業へ研修に出向いた場合は、「実施報告
書」の提出をお願いいたします。）

３ 弊センターへ提出
書類への必要事項の記入、添付書類の収集が完了しましたら、弊センターへ郵送で提出してください。
※旅費、宿泊費についてはかかった経費をそのまま記入してください。
【提出先】
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-26 岩手県先端科学技術センター２階
公益財団法人いわて産業振興センター 産業支援部 新事業推進グループ 東 宛て

４ ご入金
実費額もしくはセンター旅費基準算定額のいずれか低い方の金額を入金させていただきます。
※申請者様が算定した金額より低くなることがあります。

５ その他
後日、アンケートや報告書類の提出等でご協力いただくことをご了解ください。

http://www.joho-iwate.or.jp/monojin/ordermade.html

